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 ◆妊産婦への配慮◆   

 ｢出産予定日まで3か月もあるのに、従業員

が休みたいといってきた。希望を受け入れよ

うと思うけれど・・・｣ 

 身体的にきつい業務だし、本人の希望を受

け入れて、早めの休業を認めることとしたい

が、気をつけることはないかというお問い合

わせでした。 

 妊産婦の保護は求められていますが・・・  
■ 重要ポイント  
 6週間（多胎妊娠の場合は14週間）

以内に出産する予定の女性従業員が

休業を請求した場合に会社は、産前

休暇を認めなければなりません。 

 それより長い産前休暇は、法律上、与えな

くてもかまいません。 （もし請求がなけれ

ば 産前の6週間の休暇も与えなくてもかま

いません。）  
■ 労基法の女性保護  
 平成9年の労働基準法改正以前は、女性労

働者について、時間外・休日労働の制限、深

夜労働の禁止など、女性を保護する規定があ

りました。 

 現在、労働基準法は女性労働者の妊娠・出

産・保育という母性に関する部分の保護を求

めていますが、それ以外の女性保護規定はな

くなっています。 

 ちなみに育児・介護休業法は女性を保護

- - - - -
す

るものではありません。男女ともに子育てを

しながら働き続けることができる雇用環境を

整備することを目的としています。育児・介

護休業法は、男性女性を問わず

- - - - - - - -
、申出があっ

た労働者に、各制度の適用を求め、不利益取
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り扱いを禁止しています。  
■ 産前の休業は申出により与えるもの  
 ｢6週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週

間）以内に出産する予定の女性が休業を請求

した場合に、就業させてはならない｣（労基法

第65条第1項） 

 産前の休業は本人が請求した場合に与えら

れる休業です。 

 出産日（出産予定日より遅れた場合は予定

日）以前42日から健康保険の出産手当金が支

給されます。 

 冒頭の質問のような、出産まで3か月という

人の休業を認めるかどうかは会社の自由で

す。  
■ 産後の休業は与えなければならないもの  
 ｢産後8週間を経過しない女性を就業させて

はならない。ただし、産後6週間を経過した女

性が請求した場合、医師が支障が無いと認め

た業務に就かせることは差し支えない｣（労基

法第65条第2項） 

 産前と違い、産後8週間は本人の請求にかか

わらず、与えなければならない休業です。 

 出産日後56日間は健康保険の出産手当金が

支給されます。  
■ 出産の範囲  
 出産は妊娠4カ月以

上（１カ月は28日とし

て計算、85日以上のこ

と）の分娩とし、死産

も含みます。正常分娩

以外の早産、流産、死
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産も｢出産｣にあたり、産前産後休業の対象と

なります。  
■ 産前産後の賃金  
 産前産後は無給とし、健康保険から給付を

受けるのが一般的ですが、年次有給休暇を請

求された場合にどうすればよいでしょう。 

 年次有給休暇は、本来働かなければならな

い日の労働義務を免除するものです。 

 産前の休業を請求せず、年次有給休暇の請

求があった場合には、年次有給休暇は与えな

ければなりません。 

 産後の休業は法律上与えなければならない

もので、労働義務が無い日です。会社の休日

に年次有給休暇を請求できないのと同じで、

産後休業の間に年次有給休暇を請求すること

はできません。  
■ 時間外労働の制限  
 妊産婦が請求した場合には、変形労働時間

制によっても法定労働時間を超える労働をさ

せてはなりません。非常事由、または36協定

による時間外休日労働をさせてはなりませ

ん。 

 さらに、妊産婦が請求した場合においては

深夜業をさせてはなりません。（労基法第66

条） 

 時間外・休日・深夜労働が妊産婦に悪影響

を与えるという母性の保護の趣旨で設けられ

ている規定です。 

  
■ 育児時間  
 ｢生後満1年に達しない生児を育てる女性

は、1日2回それぞれ少なくとも30分、生児を

育てるための時間を請求することができる｣

（労基法第67条） 

 育児休業や育児短時間勤務の取得者が増え

ると、労基法にこのような規定があったこと

は忘れられがちです。この育児時間の規定

は、女性労働者が生後1年未満の生児を哺育し

ている場合、授乳その他のさまざまな世話の

ために要する時間を、一般の休憩時間とは別

に確保しようという規定です。 

 この規定は8時間労働を想定しているもの

で、1日の労働時間が4時間以内のような場合

は1日1回の育児時間を与えればよいもので

す。 

育児時間をいつ与えるかについては自由です

し、1回にまとめて1時間とることも問題あり

ません。時間外労働、産前休業、育児時間な

ど、いずれも本人の請求により保護されると

いう規定です。  
■ 生理休暇  
 ｢生理日の就業が著しく困難な女性が休暇

を請求したときは、その者を生理日に就業さ

せてはならない｣（労基法第68条） 

 生理休暇は、女性労働者から請求があった

場合には与えるもので、厳格な証明を求める

ことは適切ではありません。法文上は｢休暇

を請求したとき｣となっていますが、必ずし

も暦日単位としなければならないものではな

く、半日又は時間単位で請求した場合日は、

その範囲で就業させなければ問題ありませ

ん。  
■ 軽易業務への転換  
 ｢妊娠中の女性が請求した場合において

は、他の軽易な業務に転換させなければなら

ない｣（労基法第66条第3項） 

 請求があれば軽易な業務に転換させなけれ

ばなりませんが、軽易業務の種類などについ

ては法律上の規定はありません。新たな業務

を創設してまで軽易業務を付与する義務はあ

りません。  
■ まとめ  
 産後の休業は必ず与えなければなりません

が、それ以外は本人の請求

- - - - -
があったときに行

わなければならないものです。 

 軽易業務への転換ができない職場などで

は、早めの休業を認めることを制度として認

めてもよいと思います。ただ、法的義務があ

るものではないので、 

 ｢2年以上の継続勤務があって、会社が認め

た場合に限るものとする。」 

 など一定の要件を満たした者に認めるとす

べきではないでしょうか。 
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シリーズ  年   金    
            

                    ～～～～    年金年金年金年金のののの支給月支給月支給月支給月はははは？？？？    ～～～～    

                                         

 年金の支払い月は2月、4月、6月、8月、10

月、12月の年6回です。支払日は15日ですが、

15日が土曜や日曜のときは金曜日が支払い日

となります。 

 年金は｢あと払い」です。 

 8月15日支給の年金は6月、

7月の2カ月分の年金です。 

 

 

                                    厚生年金厚生年金厚生年金厚生年金    保険料保険料保険料保険料のののの滞納最多滞納最多滞納最多滞納最多        2011201120112011年年年年（（（（平成平成平成平成23232323年度年度年度年度））））                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

【 60606060歳になる人の賃金歳になる人の賃金歳になる人の賃金歳になる人の賃金 】      7月○日                      
   
        61616161歳になる人を雇用したいというご相談があり、賃金が下がった場合に歳になる人を雇用したいというご相談があり、賃金が下がった場合に歳になる人を雇用したいというご相談があり、賃金が下がった場合に歳になる人を雇用したいというご相談があり、賃金が下がった場合に

職安から支給される、雇用継続給付金と年金、手取り額のシミュレーション職安から支給される、雇用継続給付金と年金、手取り額のシミュレーション職安から支給される、雇用継続給付金と年金、手取り額のシミュレーション職安から支給される、雇用継続給付金と年金、手取り額のシミュレーション

をさせていただいた。をさせていただいた。をさせていただいた。をさせていただいた。    

        該当の方は該当の方は該当の方は該当の方は60606060歳のときの給与が歳のときの給与が歳のときの給与が歳のときの給与が50505050万円。万円。万円。万円。60606060歳到達時の賃金月額は、給歳到達時の賃金月額は、給歳到達時の賃金月額は、給歳到達時の賃金月額は、給

付金の受給に当たって付金の受給に当たって付金の受給に当たって付金の受給に当たって451,800451,800451,800451,800円を超える場合は円を超える場合は円を超える場合は円を超える場合は451,800451,800451,800451,800円となる。円となる。円となる。円となる。    

        仮に仮に仮に仮に268,000268,000268,000268,000円に賃金を設定すると、月額円に賃金を設定すると、月額円に賃金を設定すると、月額円に賃金を設定すると、月額40,20040,20040,20040,200円の雇用継続給付金がもらえる。この方の場合、特円の雇用継続給付金がもらえる。この方の場合、特円の雇用継続給付金がもらえる。この方の場合、特円の雇用継続給付金がもらえる。この方の場合、特

別支給の老齢厚生年金の金額をいれ試算すると、賃金・年金・雇用継続給付の合計が別支給の老齢厚生年金の金額をいれ試算すると、賃金・年金・雇用継続給付の合計が別支給の老齢厚生年金の金額をいれ試算すると、賃金・年金・雇用継続給付の合計が別支給の老齢厚生年金の金額をいれ試算すると、賃金・年金・雇用継続給付の合計が323,000323,000323,000323,000円となっ円となっ円となっ円となっ

た。社会保険と税金を引いた手取りで約た。社会保険と税金を引いた手取りで約た。社会保険と税金を引いた手取りで約た。社会保険と税金を引いた手取りで約28282828万円となる。賃金を万円となる。賃金を万円となる。賃金を万円となる。賃金を328,000328,000328,000328,000円にしたとすると、年金はゼロ、雇円にしたとすると、年金はゼロ、雇円にしたとすると、年金はゼロ、雇円にしたとすると、年金はゼロ、雇

用継続給付金は用継続給付金は用継続給付金は用継続給付金は7,0007,0007,0007,000円で手取り額はほぼ同額となる。給与を円で手取り額はほぼ同額となる。給与を円で手取り額はほぼ同額となる。給与を円で手取り額はほぼ同額となる。給与を6666万円下げて手取りがほぼ同じとは？万円下げて手取りがほぼ同じとは？万円下げて手取りがほぼ同じとは？万円下げて手取りがほぼ同じとは？    

                60606060歳の賃金が高いとこのような大きな違いが出る。しくみを知らないと大きなソンをしてしまう。歳の賃金が高いとこのような大きな違いが出る。しくみを知らないと大きなソンをしてしまう。歳の賃金が高いとこのような大きな違いが出る。しくみを知らないと大きなソンをしてしまう。歳の賃金が高いとこのような大きな違いが出る。しくみを知らないと大きなソンをしてしまう。    

 人事労務の素朴な疑問                    
        
            

                        賃金の時効賃金の時効賃金の時効賃金の時効        

 

 ｢賃金の支払いの間違いに気づいた。 

 いつまでさかのぼらなければならない

のか？｣ 

 

 労働基準法第115条は賃金の請求権の時

効を2年間としています。 

 ただし、退職手当についての請求権は5

年となっていますから、注意が必要で

す。 

 

 

 厚生労働省は、2011年度に厚生年金保険料を滞納した事業所数が16万2,735件（前年度比274

件増）となり、過去最多となったと発表した。滞納事業者数は厚生年金に加入する全事業所の

約１割に上る。督促に応じない事業所への差押え件数は過去最高の17,798件、前年度に比べ3割

増えた。 

 同省は、今年度も悪質滞納者からの   20万円の人の社会保険料の推移（新潟県）単位円 
徴収を強化するとしている。 

 4年前と比べると右表のように社会

保険料はアップしさらに上がり続け

る。 

 徴収強化で問題は解決できるのか。 

 厚生年金は18.3％まで毎年上がる。

 健康保険 介護保険 厚生年金 合計額 平成20年 8,200 1,130 14,996 24,326 平成24年 9,900 1,550 16,412 27,862 平成29年 ？ ？ 18,300 ？ 


